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第５章　共通的・基盤的な施策の推進

第１節　環境に配慮した施策手法の推進
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表５－１－１　環境影響評価の実施状況

対象事業名 

対象事業の種類 

対象事業の規模 

対象事業実施予定者 

対象事業実施区域 

方法書・準備書の区分 

根拠法令 

知事意見を述べた日 

評価書公告・縦覧 

新ごみ処理施設建設事業 

ごみ処理施設（焼却施設）の設置 

処理量　300t/日 

松江地区広域行政組合 

八束郡鹿島町上講武地内 

方法書 

島根県環境影響評価条例 

平成16年12月20日 

－ 

美保飛行場拡張整備 

滑走路の延長を伴う飛行場及びその施設の変更 

滑走路　2500m 

国土交通省中国地方整備局、国土交通省大阪航空局 

鳥取県米子市及び境港市 

準備書 

環境影響評価法 

平成17年1月19日 

－ 
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第２節　公害防止と公害防止体制の整備



― 191 ―



― 192 ―

図５－２－１　公害事案処理体系図

図５－２－２　種類別構成比

488件 

大気汚染 
148件  30.3％ 

水質汚濁 
48件  8.8％ 

土壌汚染 
2件  0.4％ 

騒音 
29件  5.9％ 振動 

1件  0.2％ 

悪臭 
76件  15.6％ 

その他 
189件  38.7％ 

典型 
7公害 
61.3％ 
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図５－２－３　苦情件数の推移

488件 

農業 
56件  11.5％ 

製造業 
38件  7.8％ 

商店等 
34件  6.9％ 

家庭生活等 
122件 25.0％ 

その他 
181件  37.1％ 

建設業 
57件  11.7％ 

※1　家庭生活等とは家庭生活のペットを含む 
　2　商店等とは、卸売・小売業、飲食店、サービス業を指す。 

図５－２－４　発生源別構成比
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488件 

その他 
156件  3.0％ 

工業地域 
11件  2.3％ 

商準工地域 
51件  10.5％ 

都計区域外 
127件  26.0％ 

居住区域 
143件  29.3％ 

図５－２－５　用途地域別構成比
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県では平成15年２月に本庁（本庁舎、南庁舎、県議会議事堂及び警察庁舎等を含む）を対

象としてISO14001の認証取得し、「環境マネジメントシステム」の運用をしてきた。

平成14年度の半年間の運用を踏まえ、２年目となる平成15年度の運用結果については以下

のとおりであった。

Ⅰ　オフィス活動について

省エネ、省資源、リサイクルの推進等のエコオフィス活動についての主な取組結果の概要

は次のとおりであった。

①コピー用紙及び封筒の使用量

コピー用紙及び封筒については、前年比91.6%及び76.1%となり、庁内LANの活用による

ペーパーレス化等の取組が前年度より一層定着し、その成果が現れた。

②水道水の使用量

庁舎内での水道水の使用量は、節水の呼びかけ等により、前年度比92.4%となった。

③一般廃棄物

紙の使用量削減等により、前年度比88.4%となった。

④電気及び重油の使用量

庁舎内での電気使用量は、待機電流が大きな割合をしめるため削減効果は現れなかった。

重油使用量は、冷暖房のこまめな調整及び天候の影響により前年度比77.8%となった。

⑤公用車の燃料使用量

ガソリン及び軽油ともに前年度実績をわずかに超過しており、今後更なるアイドリング

ストップ及び買い替え時の低燃費車の導入等を図る。

⑥グリーン購入

環境保全型製品の購入率は96.7％となり、前年度実績91.9％を上回り、取組みは着実に進

んでいると思われる。

【経費削減額の試算】

H14年度実績と比較して、エコオフィス活動におけるコスト削減を試算したところ、

コピー用紙、封筒水道及び重油の使用量削減により、12,615千円の経費削減があった。

運用を開始したH14年度及びH15年度の２年度で34,458千円の効果が得られた。

Ⅱ　イベント事業、公共事業に係る環境配慮について

イベントの開催及び公共事業の実施に伴う環境影響に配慮するため、｢イベント環境配慮指

針｣及び｢公共事業環境配慮指針」に基づき事業を実施した。

（1）イベント事業における環境配慮について

指針対象（予想来場者数千人以上）なった14のイベント実施にあたり、省エネ･省資源

及び廃棄物の減量化等に係る事項に配慮し、かつその配慮状況について来場者アンケー

トによる外部チェックを実施するなど適切に運用された。

改善点として、来場者への公共交通機関利用の呼びかけ及び環境配慮の協力等、事前

の周知不足が揚げられ、今後徹底を図って行く。

第３節　環境マネジメントシステムの運用
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（2）公共事業における環境配慮について

指針対象となった18の公共事業の実施にあたり、配慮設定項目数合計751、うち実施項

目数合計709、実施率94％であり、適切に運用された。

今後は、昨年度作成した「島根県公共事業環境配慮指針の手引き」の活用を促し、一

層の環境配慮を図って行く。

Ⅲ　環境改善事業について

県環境基本計画に基づく、自然環境の保全創造や環境負荷の低減等の環境施策の総合的な

推進に関する環境改善事業177事業については、140事業で目標を達成した（達成率79.1％）。

目標を下回ったものの内容は、目標設定が不適当なため他律的要因により未達成であったも

の、実施内容が不十分であったもの等であった。

今後、達成・未達成にかかわらず、チェック内容を次年度事業に反映させながら着実に実

施する。

また、目標（成果指標）設定は、出来る限り数値化することとしているが、より分かりや

すい指標設定に向けて検討して行く。

環境改善事業の内、重点プロジェクトの目標達成状況は別表のとおりである。

Ⅳ　法的その他要求事項について

庁舎管理施設である冷温水発生機からのばい煙、ＰＣＢを含むトランスの管理、排水処理

施設の管理及び廃棄物の適正処理等に係る環境関連法規制、並びにその他要求事項（協定等）

は、すべて遵守された。

Ⅴ　総括事項

環境マネジメントシステムの本格的な運用を開始してから１年半が経過し、全体として環

境意識の向上及び環境マネジメントシステムの定着等、一定の成果が見られた。

今後は、この成果を更に高めるため、各所属での一層の徹底及びシステムの運用範囲の拡大

を行い、継続的な改善を図って行く。
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１．きよらかな水環境保全プロジェクト

環境基本計画重点プロジェクト目標達成状況（数値目標）

２．ごみゼロ社会に向けたリサイクル島根推進プロジェクト
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３．自然と共生する島根ふれあい四季空間創造プロジェクト
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４．恵み豊かな森林・農地・漁場の保全と活用プロジェクト

５．島根発地球環境保全プロジェクト
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６．環境にやさしい人・地域づくり推進プロジェクト

７．新たな環境保全システム推進プロジェクト
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１．きよらかな水環境保全プロジェクト

３．自然と共生する島根ふれあい四季空間創造プロジェクト

４．恵み豊かな森林・農地・漁場の保全と活用プロジェクト

６．環境にやさしい人・地域づくり推進プロジェクト

７．新たな環境保全システム推進プロジェクト

環境基本計画重点プロジェクト目標達成状況（定性目標）



― 206 ―

第４節　経済的措置




